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2013年 4月 30日の報道ステーション放送内容について 

 
拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申

し上げます。 
さて、テレビ朝日「報道ステーション」2013年 4月 30日の放送内容が関係各所への公文書開示
請求の結果、下記の通り事実と相違していることが判明いたしました。 
つきましては事実調査の上、訂正報道等の適正な処置がなされるようお取り計らい賜りますよう

何卒よろしくお願いします。 
敬具 

 
記 

・ 放送局  テレビ朝日 
・ 放送日  2013年 4月 30日 
・ 番組名  報道ステーション 
・ タイトル “既得権益と戦う”実行した佐賀県武雄市 
・ 放送内容 『文部科学省と交渉を重ね、樋渡市長は、スペースを２つに分け、 

１つを図書館、１つを賃貸にし、「図書館ではない」という理屈で 
押し切った。』 

 
・ 公文書開示請求の結果による各所の見解 
文部科学省  武雄市との交渉履歴なし 
武雄市  文部科学省の見解を裏返す事実なし 
武雄市教育委員会 文部科学省の見解を裏返す事実なし 

 
・ 添付資料 
① 報道ステーション番組ホームページ “既得権益と戦う”実行した佐賀県武雄市 
② 文部科学省 行政文書不開示決定通知書 25受文科生第 796号 
③ 武雄市  不開示決定通知書 武市総第 489号 
④ 武雄市教育委員会 不開示決定通知書 武市教文生第 117号 

以上 
 



トップ 特集一覧 特集詳細

2013年12月 ( 2 )

2013年11月 ( 8 )

2013年10月 ( 10 )

2013年9月 ( 5 )

2013年8月 ( 8 )

2013年7月 ( 4 )

2013年6月 ( 5 )

2013年5月 ( 13 )

2013年4月 ( 8 )

2013年3月 ( 14 )

2013年2月 ( 4 )

2013年1月 ( 3 )

2012年12月 ( 6 )

2012年11月 ( 8 )

2012年10月 ( 11 )

2012年9月 ( 5 )

2012年8月 ( 11 )

2012年7月 ( 9 )

2012年6月 ( 6 )

2012年5月 ( 8 )

2012年4月 ( 5 )

2012年3月 ( 10 )

2012年2月 ( 4 )

2012年1月 ( 10 )

2011年12月 ( 12 )

2011年11月 ( 8 )

2011年10月 ( 7 )

2011年9月 ( 10 )

2011年8月 ( 11 )

2011年7月 ( 4 )

2011年6月 ( 17 )

1 2

 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 

2013年4月30日

“既得権益と戦う”実行した佐賀県武雄市

人口５万人の佐賀県武雄市に、今月、異例ともいえる図書館がリニューアルオープン

した。年中無休、カフェも併設され、雑誌も販売、本を借りるとポイントも付く。この図書

館の運営を任されているのが、『ＴＳＵＴＡＹＡ』のカルチュア・コンビニエンス・クラブだ。

この図書館の発案者は、武雄市の樋渡啓祐市長（４３）。金のかかる図書館を、サー

ビスも良く、経費も抑えられる図書館に変えようと考えた。しかし、“規制の壁”が立ち

はだかり、民営化までの道のりは苦難の連続だった。図書館法では、公立図書館は

“無料”が原則。文部科学省と交渉を重ね、樋渡市長は、スペースを２つに分け、１つ

を図書館、１つを賃貸にし、「図書館ではない」という理屈で押し切った。その結果、予

算の運営費が約１割削減でき、さらに、年間６００万円の賃料が入ることになった。

オープンから１カ月で、９万６６２７人が来館（２９日時点）した。利用した市民からは、

「前の図書館と違って想像をはるかに超えていた」「また来たい」などと大好評だ。樋

渡市長は「僕らは、市民が株主であるし、顧客でもある。攻めることによって、色々な

人たちに満足してもらって、住んでもらうという風にしないといけない」と話す。

元総務省のキャリア官僚の樋渡市長。７年前、地元・武雄市から市長選に出馬。当

時、最年少で市長に当選した。武雄市は一時、財政再建団体に転落する寸前まで、

財政は行き詰まっていた。樋渡市長は、財政を立て直すため、さまざまな規制の壁を

突破してきた。厳しい戦いとなったのが、社会保障分野への切り込み“市民病院の民

間移譲”だ。この時、地元医師会が、強大な壁として立ちはだかった。樋渡市長は、

当時のことを「医師会、自民党、民主党とか、既得権益を持つ人は、民営化に総反

対。自分たちの利権が侵されると思ったのか、ここまで足引っ張るかというくらい足を

引っ張られた」と振り返る。当時、武雄市民病院は、年間２億円近い赤字を出してい

た。税金で補てんしてきたため、市の財政を圧迫。借金の総額は、約２０億円まで膨

れ上がっていた。樋渡市長は、民間移譲で黒字化を目指すとしたが、医師会が激しく

抵抗。患者を巻き込み、各地で反対集会を開催した。さらに、医師会は、住民に小・

中学校の検診や予防接種から手を引くとほのめかすビラも配った。そして、医師会の

抵抗は、既成政党と組んで樋渡市長のリコールにまで及んだ。
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25受文科生第796号

平成25年11月13日

行政文書不開示決定通知書

様
ル膵御舟　‾照

沌

こ

平成25年10月25日付け（平成25年10月28日受付）の行政文書開示請求ついて，

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）第9条第2項の規定
に基づき，下記のとおり，開示しないことと決定しましたので通知します。

記

1　開示請求を受けた文書の名称

佐賀県武雄市の武雄市図書館についての別添資料にある交渉に関する一切の記録

別添資料：テレビ朝日報道ステーション「“既得権益と戦う”実行した佐賀県武雄
市」（H25．4．30放送）の番組内

2　不開示とした理由

テレビ番組で発言のあった武雄市図書館に関する武雄市と文部科学省の交渉につい
ては，そのような事実は見受けられず，請求に係る行政文書については，作成・保有
していないため不開示としました。

＊　この決定に不服がある場合は，行政不服審査法（昭和37年法律第160号）第6条の

規定により，この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に，文部

科学大臣に対して異議申立てをすることができます。（なお，決定があったことを知
った日の翌日から起算して60日以内であっても，決定があった日の翌日から起算して

1年を経過した場合には異議申立てができなくなります。）
また，この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は，行政事件訴訟法（昭和37

年法律第139号）の規定により，この決定があったことを知った日から6か月以内に，

国（訴訟において国を代表するものは法務大臣となります。）を被告として，同法12
条に規定する裁判所に処分取消しの訴えを提起することができます。（なお，決定が
あったことを知った日から6か月以内であっても，決定の日から1年を経過した場合
には処分の取消しの訴えを提起できなくなります。）

＊　担当課等

生涯学習政策局社会教育課　TE103－5253－4111内線2970
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様式第４号(第３条関係)
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不　開　 示　 決　 定　 通　 知　 書

武雄市長

武 市 総 第　４８９　号

平成２５年１２月　　２日
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平成２５年１１月１６日付けで請求のあった公文書の開示については、武雄市情報公

開条例第９条第１項の規定により、次のとおり公文書を開示しないことと決定したので

通知します。

公 文書の件名
「２５受文科生第７９６号」（写）の不開示理由が事実と異なるこ

とを証明出来る文書

公 文書を開示

しない理由

(理由)

該当する文書が存在しないため

所管課
政策部　 総務課　 法制係

電話番号(直通)0954-23-9315

注1　この決定について不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して60日以内に武雄市長に対して異議申立てをすることができます(なお、この

決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日

の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

２　この決定については、この決定(上記1の異議申立てをした場合にあっては、当該異

議申立てに対する決定)があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、武

雄市を被告として(訴訟において武雄市を代表する者は、武雄市長になります。)、処

分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った

日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を

経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
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不 開 示 決 定 通 知 書

武 市教文生第１１７号

平成２５年１２月１０日

武雄市教育委員長　諸石　洋之
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平成２５年１１月１６日付けで請求のあった公文書の開示については、武雄市情報公開条例第９条

第１項の規定により、次のとおり公文書を開示しないことと決定したので通知します。

公文書の件名

「25 受文科生第796 号」（写）不開示理由が事実と異なることを証明出来る文書

公 文書を開示

しない理由
該当する文書が存在しないため

所　 管　 課

武雄市教育部　 文化・学習課　(0954-23-5168)

注1　この決定について不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て60日以内に武雄市長に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の囗の翌日から起算して1年

を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

２　この決定については、この決定(上記1の異議申立てをした場合にあっては、当該異議申立て

に対する決定)があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、武雄市を被告として

(訴訟において武雄市を代表する者は、武雄市長になります。)、処分の取消しの訴えを提起す

ることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であ

っても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起するこ

とができなくなります。)。
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